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FOP（容器包装前面）、GMO、小型包装食品の表示に関する
各国の食品表示規制の最新情報について

　
食
品
業
界
に
お
け
る
製
品
と
そ
の
資
源
は
、
驚
く
ほ

ど
急
速
に
多
様
化
し
て
い
ま
す
。そ
の
結
果
、
政
府
機

関
は
消
費
者
が
十
分
な
情
報
を
得
た
上
で
食
品
を
選

択
で
き
る
よ
う
、
日
々
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。今
回

は
、
世
界
各
国
の
食
品
表
示
規
制
の
主
な
も
の
を
ご
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
．ブ
ラ
ジ
ル
の
F
O
P（
容
器
包
装
前
面
）表
示

　
食
品
表
示
規
制
で
の
注
目
す
べ
き
流
れ
と
し
て
、
各

国
で
積
極
的
に
取
り
組
み
が
さ
れ
て
い
る
「Front of 

Pack

」表
示
が
あ
り
ま
す
。

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル（N

utri-grade

）、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

（H
ealth Star Rating

）、
イ
ギ
リ
ス
（Color-coded 

G
D
A

）、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域（N

utri-score

）な
ど
、そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
名
称
で
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。現
在
、
他

の
国
も
こ
の「
健
康
的
」な
流
れ
に
追
随
し
て
お
り
、
例

え
ば
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
昨
年
2
0
2
2
年
1
0
月
に
同

様
の
表
示
規
制
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
法
律
は
、
健
康
に
関
連
す
る
特
定
の
栄

養
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
消
費
者
に
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
食
品
が
次
の
量
の
栄
養
素
を
含
む
場
合
、
パ
ッ
ケ
ー

ジ
の
前
面
や
上
部
に
、
場
合
に
応
じ
て
1
つ
ま
た
は
複

数
の
栄
養
素
を
示
す
「
虫
眼
鏡
」
マ
ー
ク
を
表
示
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

参
照
：

N
utrition labelling: new

 rules take effect in 
120 days

（
ブ
ラ
ジ
ル
）

https://w
w
w
.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-

anvisa/2022/rotulagem
-nutricional-novas-regras-ent

ram
-em

-vigor-em
-120-dias

G
uidelines on labeling of food and food 
in
g
red
ien
ts ob

tain
ed
 th
roug

h
 m
od
ern
 

biotechnology

（
マ
レ
ー
シ
ア
）

http://fsq.m
oh.gov.m

y/v6/xs/page.php?id=441000080
Agricultural Biotechnology

（
ア
メ
リ
カ
）

https://w
w
w
.fda.gov/food/consum

ers/agricultural-b
iotechnology
Regarding the labeling of packaged food 
served w

ith m
eals

（
台
湾
）

https://w
w
w
.fda.gov.tw

/tc/new
sContent.aspx?cid=

5
072&id=28475

　
上
記
以
外
に
も
、
栄
養
成
分
表
示
パ
ネ
ル
の
変
更
、

F
O
P
表
示
と
の
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
の
栄
養
強

調
表
示
に
関
す
る
基
準
の
変
更
な
ど
が
提
案
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
企
業
が
既
存
の
表
示
を
調
整
す
る
た
め
の
移
行
期

間
は
、
食
品
全
般
で
2
0
2
3
年
1
0
月
9
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
．
G
M
O
表
示
の
最
新
情
報

　
高
度
な
技
術
が
ス
ム
ー
ズ
に
私
た
ち
の
食
卓
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
食
す
る
こ
と
を
控
え
る

消
費
者
も
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
遺
伝
子
組
換

え
生
物
の
科
学
は
、
よ
り
速
く
、
よ
り
広
く
発
展
し

続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
各
国
政
府
は
遺
伝
子

組
換
え
食
品
に
関
す
る
考
え
方
を
さ
ら
に
簡
素
化
し
、

そ
の
利
点
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
法
律
の
起
草

に
さ
ら
な
る
注
意
を
払
お
う
と
し
て
い
ま
す
。

A
．
マ
レ
ー
シ
ア

‘G
uidelines on Labelling of Food and Food 

In
g
red

ien
ts O

b
tain

ed
 Th

ro
u
g
h
 M

o
d
ern

 
Biotechnology’

（
現
代
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
食
品
お
よ
び
食
品
原
材
料
の
表
示

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
に
つ
い
て

　
2
0
2
3
年
1
月
1
6
日
、
遺
伝
子
組
換
え
食
品
・

原
材
料
の
表
示
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
発
表
さ

れ
、
現
代
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
食
品
・
原
材
料
の
由
来
を
以
下
の
よ
う
に
ラ
ベ

ル
に
表
示
す
る
必
要
性
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

「“gene derived from
 (com

m
on nam

e of such 

（anim
al)” （

○
○
由
来
の
遺
伝
子
）」

「“gene derived from
 (origin)”

（
○
○
由
来
の
遺

伝
子
）」

「“g
e
n
e
tically m

o
d
ifi

e
d
 (n

am
e
 o

f th
e
 

ingredient)”

（
遺
伝
子
組
換
え
（
○
○
））」

　
ま
た
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
か
ら
製
造
さ
れ
た
食

品
・
原
材
料
で
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
を
含
ま
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
の
よ
う
な
表
示
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「“produced from
 genetically m

odified (nam
e 

of the ingredient)”

（
遺
伝
子
組
換
え
○
○
か
ら
製

造
さ
れ
て
い
ま
す
。）」

　
右
記
の
表
示
義
務
は
食
品
の
原
材
料
表
示
に
お
け

る
上
位
3
位
に
の
み
適
用
さ
れ
、
遺
伝
子
組
換
え
生

物
を
含
む
、
ま
た
こ
れ
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
、
或
い

多く含む
栄養素

添加糖

飽和脂肪酸

ナトリウム

固体もしくは
半固体の食品
食品100g当たり
15g以上
食品100g当たり
6g以上
食品100g当たり
600mg以上

液体の食品

食品100ml当たり
7.5g以上
食品100ml当たり
3g以上
食品100ml当たり
300mg以上

は
こ
れ
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
食
品
で
、
遺
伝
子
組
換

え
生
物
を
含
む
割
合
が
3
%
以
下
の
、
個
別
と
見
な

さ
れ
る
食
品
原
材
料
、
ま
た
は
単
一
成
分
か
ら
な
る

食
品
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
が
不
測

の
事
態
で
あ
る
か
、
技
術
的
に
不
可
避
で
あ
る
場
合

に
限
り
、
そ
の
表
示
義
務
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
単
一
原
材
料

や
複
数
原
材
料
か
ら
な
る
製
品
の
ど
こ
に
記
載
す
る

か
な
ど
の
表
示
要
件
や
、
表
示
の
免
除
に
つ
い
て
も

詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

B
．
ア
メ
リ
カ

'Feed Your M
ind'

に
見
る 

F
D
A
の
ス
マ
ー
ト
な

動
き

　
遺
伝
子
組
換
え
食
品
は
、
1
9
9
0
年
代
か
ら
私

た
ち
の
市
場
に
登
場
し
、
そ
の
種
類
と
品
質
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
し
続
け
て
い
ま
す
。
F
D
A
は
、

こ
れ
ら
の
製
品
の
安
全
性
を
確
保
し
、
消
費
者
に
で

き
る
だ
け
多
く
の
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
、
い
く

つ
か
の
措
置
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
F
D
A
は
新
た
な
教
育
活
動
を
開
始
し
、

2
0
2
2
年
7
月
に
G
M
O
を
説
明
し
、
健
康
や
ア

レ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
消
費
者
を
安
心
さ
せ
る
た
め
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
ま
し
た
。

　
G
M
O
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
遺
伝
子
操
作
に
由

来
す
る
食
品
を
指
す
も
の
と
し
て
消
費
者
に
知
ら
れ

て
い
る
た
め
、
こ
の
取
り
組
み
で
は
、
代
わ
り
に
「
バ

イ
オ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
（bioengineered

）」
と

い
う
言
葉
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　
バ
イ
オ
工
学
食
品
を
「
特
定
の
組
換
え
技
術
に
よ
っ

て
変
更
さ
れ
た
検
出
可
能
な
遺
伝
子
物
質
を
含
む
食

品
、
ま
た
従
来
の
育
種
で
は
作
成
で
き
な
い
、
も
し

く
は
自
然
界
に
存
在
し
な
い
食
品
」
と
定
義
す
る
新

し
い
国
家
基
準
が
2
0
2
2
年
1
月
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

　
バ
イ
オ
工
学
食
品
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
表
示

が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
．
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
と
一
緒
に
提
供
さ
れ
る
加

工
食
品
の
表
示
に
つ
い
て

　
今
年
1
月
1
2
日
、
台
湾
の
食
品
薬
物
管
理
署
は
、

レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
と
一
緒
に
提
供
さ
れ
る
包
装
済

加
工
食
品
に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
求

め
る
条
文
の
草
案
を
発
表
し
ま
し
た
。

　
食
品
安
全
衛
生
管
理
法
第
2
2
条
に
よ
る
と
、
食

品
表
示
に
お
け
る
義
務
表
示
項
目
を
す
べ
て
中
国
語

で
表
示
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
最
大
表
面
積
が
2
0
c
m
2 

未
満
の
食

品
ラ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、「
小
包
装
食
品
免
一
部
標

示
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。

A
．
商
品
名
、
賞
味
期
限
、
台
湾
国
内
の
製
造
責

任
者
の
名
前
と
電
話
番
号
、
製
品
の
原
産
国
お
よ

び
当
局
が
定
め
る
原
料
原
産
地
、
ア
レ
ル
ギ
ー
表

示
な
ど
の
注
意
事
項
の
表
示
の
み
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ

に
表
示
す
る
。

ま
た
は

B
．
製
品
名
、
賞
味
期
限
の
み
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
表

示
し
、
残
り
の
表
示
情
報
は
「
Q
R
コ
ー
ド
」
も

し
く
は
そ
の
他
電
子
的
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
、
電
子
マ
ー
ク
の
上
ま
た
は
下
に
「
製
品
ラ
ベ

ル
情
報
は
こ
こ
を
ス
キ
ャ
ン
し
て
入
手
し
て
く
だ

さ
い
。」
ま
た
は
同
等
の
文
言
を
表
示
す
る
。

　
先
述
の
通
り
、
ケ
チ
ャ
ッ
プ
や
醤
油
な
ど
外
食

で
提
供
さ
れ
る
包
装
済
食
品
に
つ
い
て
、
外
装
の

最
大
表
面
積
が
2
0
c
m
2
未
満
の
場
合
は
、
消
費

者
へ
の
情
報
開
示
の
た
め
、
上
記
の
法
律
に
基
づ

い
て
表
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
従
っ
て
、
以
前
発
表
さ
れ
た
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で

食
事
と
と
も
に
提
供
さ
れ
る
小
型
の
包
装
済
食
品

に
対
す
る
個
別
表
示
を
対
象
外
と
す
る
書
簡
は
、

現
在
保
留
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　
食
品
に
関
す
る
十
分
な
情
報
を
得
た
い
と
い
う

消
費
者
の
関
心
が
、
い
か
に
各
国
政
府
に
と
っ
て

大
き
な
重
要
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

か
は
明
ら
か
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
人
々
の
健

康
問
題
の
深
刻
化
や
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
、

様
々
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　
次
回
は
、
本
年
2
月
2
2
日
に
F
D
A
か
ら
発
表

さ
れ
た'D

raft G
uidance for Industry: Labeling 

o
f P

lan
t-B

ased
 M

ilk A
ltern

atives an
d
 

Voluntary N
utrient Statem

ents'

（
プ
ラ
ン
ト
ベ

ー
ス
（
代
替
乳
）
製
品
の
表
示
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン

ス（
案
））に
つ
い
て
、そ
の
概
要
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
世
界
各
国
の
食
品
表
示
規
制

に
関
す
る
重
要
な
最
新
情
報
を
お
伝
え
し
て
参
り

ま
す
。

（
イ
ク
ラ
ム
）

　
左
記
は
、
使
用
可
能
な

「
虫
眼
鏡
」
マ
ー
ク
の
モ

デ
ル
で
す
。

A.栄養素が1つの場合

B.栄養素が2つの場合

C.栄養素が3つの場合

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/rotulagem-nutricional-novas-regras-entram-em-vigor-em-120-dias
https://www.fda.gov/food/consumers/agricultural-biotechnology
https://www.fda.gov.tw/tc/newsContent.aspx?cid=5072&id=28475
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　令和5年2月9日厚生労働省より、第10版食品添加物公定書（
案）が公表されました。食品添加物公定書は、食品衛生法第21
条の規定に基づき、食品添加物の成分規格や使用基準等を収
載することとされています。昭和35年に第1版が作成されて以
来、令和４年7月の第９版食品添加物公定書追補２の作成まで、
逐次改正が行われてきました。今回は、第10版食品添加物公
定書の主な改正案について整理したいと思います。

■ 第10版食品添加物公定書に係る検討経緯・方針

　平成30年６月以降、12回の食品添加物公定書作成検討会が
開催されています。その検討結果に係る意見募集が行われ、
寄せられた意見について検討をした上で第 10 版食品添加物公
定書（案）が作成されました。

　今回の改正では、第 10 版食品添加物公定書作成検討会で検
討を行い、意見募集の機会を増やし、より販売等の実態を踏
まえた内容とされています。

■ 主な改正案

　現行の第９版食品添加物公定書追補２からの主な改正案は
以下(1)～(9)のとおりです。

(1) 既存添加物45品目に係る成分規格（45項目）を新たに設定
すること。

【参照】
第 10 版食品添加物公定書作成について
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001055574.pdf
第 10 版食品添加物公定書案
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001055575.pdf

「アグロバクテリウムスクシノグリカン」、「アスペルギルス
テレウス糖たん白質」、 「うに殻焼成カルシウム」、「ウルシロ
ウ」、「エレミ樹脂」、「塩水湖水低塩化ナトリウム液」、「カワラ
ヨモギ抽出物」、「カンゾウ油性抽出物」、「グァーガム酵素分
解物」、「クエルセチン」、「グルコサミン」、「くん液」、「ゲンチ
アナ抽出物」、「香辛料抽出物」、「酵素処理レシチン」、「コメヌ
カロウ」、「サトウキビロウ」、「サバクヨモギシードガム」、

「シェラックロウ」、「ジェルトン」、「シタン色素」、「ジャマイ
カカッシア抽出物」、「植物炭末色素」、「精油除去ウイキョウ
抽出物」、「セイヨウワサビ抽出物」、「造礁サンゴ焼成カルシ
ウム」、「粗製海水塩化カリウム」、「チクル」、「チャ抽出物」、

「トウガラシ水性抽出物」、「トレハロース」、「生コーヒー豆抽
出物（ペースト品、液体品）」、「乳清焼成カルシウム」、「ヒアル
ロン酸」、「フィチン（抽出物）」、「分岐シクロデキストリン」、

「ヘプタン」、「没食子酸」、「ミルラ」、「メバロン酸」、「モクロ
ウ」、「レイシ抽出物」、「ロシン」、「ローズマリー抽出物（水溶
性）」、「ローズマリー抽出物（非水溶性）」

ミニコラム
食品添加物公定書の改正案について

今月の「お気に入り」言葉

（ことわざ）

春宵一刻値千金

⑼ 第９版食品添加物公定書追補２作成以降に新規指定や使用基
準の改正が行われた指定添加物について「Ｄ 成分規格・保
存規格各条」「Ｆ 使用基準」に収載すること。

■ 今後の予定

　引き続きパブリックコメントの募集等が行われる予定ですの
で、今後の改正動向に注目していただくことをおすすめいたし
ます。

（中西）

⑵ 指定添加物２品目、既存添加物５品目及び添加物製剤２品目
に係る成分規格について、一つの品目あたり複数の子規格
として設定されているものをそれぞれ個別規格として規定
すること。
※該当の成分については、「第 10 版食品添加物公定書作成
について」をご参照ください。（以下同様）

⑶ 指定添加物 106 品目に係る成分規格（129 項目）、既存添加物
58 品目に係る成分規格（85 項目）及び添加物製剤２品目（３

項目）について、試験の操作性の改善及び精度の向上、
IUPAC 命名法に基づく名称及び構造式、用語・用例・計算
式等の記載の統一、使用試薬の変更等を行うこと。

⑷ 元素分析法等の試験法を新たに一般試験法として「Ｂ 一般
試験法」の項に規定すること。既存の一部の一般試験法に
関しては、技術の更新、使用器具又は試液の変更、記載整
備等を行うこと。メトキシ基定量法を削除すること。

⑸ 「Ｃ 試薬・試液等」の項において、新たに設定された一般試
験法や成分規格の規定に伴った試薬の追加、試薬の旧名称
の記載削除、各試薬の項目を追加、改正又は削除すること。

⑹ 参照赤外吸収スペクトルの項を「Ｃ 試薬・試液等」から削除
し、「Ｄ 成分規格・保存基準各条」の項の各条に規定すること。

⑺ 「Ａ 通則」、「Ｂ 一般試験法」及び「Ｃ 試薬・試液等」の項に
ついて、試験の操作性の改善及び精度の向上、有害試薬の
他の試薬への代替、IUPAC 命名法に基づく名称及び構造式
の記載法や用語、用例等の記載の統一等を行うこと。

⑻ 「Ｅ 製造基準」及び「Ｆ 使用基準」の項において、「砂」を
削除、「不溶性の鉱物性物質」を明記すること。

第９版食品添加物公定書
…タルク、砂、ケイソウ土、
二酸化ケイ若しくは炭酸
マグネシウム又はこれら
に類似する不溶性の鉱物
性物質…

第 10 版食品添加物公定書案

製造基準 …タルク、ケイソウ土、
二酸化ケイ素、炭酸マグ
ネシウム、パーライト、
花こう斑岩、活性白土、
クリストバル石、ゼオラ
イト又はひる石…

…酸性白土、カオリン、
ベントナイト、タルク、砂、
ケイソウ土及びパーライ
ト並びにこれらに類似す
る不溶性の鉱物性物質…

使用基準 …酸性白土、カオリン、
ベントナイト、タルク、
ケイソウ土、パーライト、
花こう斑岩、活性白土、
クリストバル石、ゼオラ
イト及びひる石…
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